
岐阜県障がい者農業参入チャレンジ事業実施要綱 
 

一般社団法人 岐阜県農畜産公社 
 
   

（趣旨） 
第１ この要綱は、障害福祉サービス事業所を利用する障がい者の、農業分野への職域拡大

や工賃の底上げを支援するために岐阜県が示した「障がい者農業参入チャレンジ事業委
託業務仕様書」に基づき、「一般社団法人岐阜県農畜産公社」（以下「公社」という。）
が実施する事業について、必要な事項を定める。 

 
（対象とする障害福祉サービス事業所及び農業者の範囲） 
第２ この事業が対象とする障害福祉サービス事業所は、県内に所在する、「障害者の日常

生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成 17 年法律第 123 号)」の規定に
基づき指定を受けた就労継続支援（A 型・B 型）事業所、生活介護事業所（以下「事業
所」という。）とする。 

２ この事業が対象とする農業者は、県内に所在し、生産物の販売を目的として農作物・
特用林産物の栽培、家畜・水産物の飼育等を行う法人・個人とする。 

 
（農福連携コーディネーターの配置と業務内容） 
第３ 公社に事業所と農業者とのマッチングを行う「農福連携コーディネーター」（以下「コ

ーディネーター」という。）を配置する。 
２ コーディネーターは次の業務を行う。 

(1) 就労先の開拓活動 
     ア 農業者へ障がい者就労の周知活動 
     イ 農業者へ障がい者の就労の提案 
     ウ 事業所へ農業の新規参入、拡大を提案 

(2) 就労先と事業所のマッチング（仲介・調整等）活動 
     ア 農業者を訪問し、具体的な作業・条件等を確認し、事業所を仲介 
     イ 農業者と事業所との委託契約等の締結調整 
     ウ 作業状況及び進捗状況の確認 

(3)  農福連携セミナーの開催 
(4)  マッチング記録(「障がい者農業参入チャレンジ事業マッチング票」(様式第 1 号)) 

の作成及び保管 
 

（障がい者農業就労支援サポーターの設置・登録） 
第４ 公社理事長 (以下「理事長」という。）は、事業所が農業者から作業を受託する場合

や農業に参入する事業所に派遣し、障がい者を支援する「障がい者農業就労支援サポー
ター」（以下「サポーター」という。）を設置する。 

２ サポーターは、次の者を登録する。 
(1) 農作業等の知識・経験を持ち、農業者または事業所の推薦により、本人から「障が 
  い者農業就労支援サポーター登録申請書」（様式第 2 号）が提出され、理事長が適当 

と認めた者。ただし、前項の作業の発注者及び事業所の職員等は除く。 
(2) その他、理事長が独自に選任した者 

 ３ 理事長は、サポーターを登録したときは、すみやかに「障がい者農業就労支援サポー 
ター登録簿」(様式第３号)に登載し、派遣状況を管理するものとする。 

 
（サポーターの業務内容） 
第５ サポーターの業務は次のとおりとする。 

  (1) 事業所支援員と連携して、農作業の指示内容を、障がい者にわかりやすく説明・
指導する。 



  (2) 障がい者の作業内容を監督しつつ作業を支援する。 
 
（サポーターの派遣申請及び報告） 
第６ サポーターの派遣を希望する事業所は、「障がい者農業就労支援サポーター派遣申請

書」（様式第４号）を理事長に提出する。 
２ 理事長は、申請内容を審査し、必要と認める場合は、「障がい者農業就労支援サポー 
ター派遣決定通知書」（様式第５号）及び「障がい者農業就労支援サポータ 
ーの派遣について」(様式第６号)により通知する。 
 ただし、申請のあった作業場所に、岐阜県版農業ジョブコーチが派遣されているとき 
は、原則、サポーターの派遣は行わない。 

３ サポーターの派遣日数は、１作業日を１回とし、１事業所あたり、原則 10 回以内で、
障がい者農業就労支援サポーター派遣申請書の内容をもとに、申請者と調整のうえ決定
する。年度をまたぐ場合は、新年度に派遣する回数とあわせて１０回を限度とする。 
この際、コーディネーターは、「障がい者農業参入チャレンジ事業マッチング票」（様 

式第 1 号）により事業所、農業者双方の状況を聞き取る。 
４ サポーターの派遣を申請した事業所は、派遣期間終了後速やかに「障がい者農業就労   
 支援サポーター活動報告書」（様式第７号）を理事長に提出する。 

また、派遣されたサポーターは、派遣終了の日から起算して１５日を経過した日又は
活動を行った日の属する年度の３月３１日のいずれか早い日までに、「障がい者農業就
労支援サポーター活動内容報告書」（様式第８号）及び「謝金等請求書」（様式第９号）
を、派遣先の事業所を経由して理事長に報告するものとする。 

 
（サポーターの報酬） 
第７ 理事長は、障がい者農業就労支援サポーター活動報告書、障がい者農業就労支援サ
ポーター活動内容報告書及び謝金等請求書を受理したときは、遅滞なく、サポーターに、
１日当たり５，０００円を支払う。ただし現地での活動時間が１日３時間を下回るとき
は、１時間当たり１，０００円とする。 

２ 前項に定めるほか、サポーターには、公社職員に準じて旅費を支給する。 
3   報酬及び旅費の支払い時期は、前条第４項のとおり、原則派遣期間の終了後であるが、 
サポーターからの要請があれば、派遣済の日に対して、前条第４項及び第１項に準じて 
支払うことができる。 

 
（秘密の保持） 
第８ コーディネーター及びサポーターは、その業務を行うに当たって知り得た秘密及び個

人情報を、支援業務以外に用いてはならない。職を退いた後も同様とする。 
 
（その他） 
第９ この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 
 
付則 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 
付則 

この要綱は、平成３０年６月２０日から施行する。 
付則 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 
付則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
 


